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(4月25日付発令予定）
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外人第3753号

令和5年4月21日

文雄殿岸内閣総理大臣
ｌ
ｍ
ｍ
－

芳正外務大臣 林

内閣承認人事について

外務省人事につきましては、別紙のとおりとしたいので、内閣の承認を求めます。

ハ



外務省

－ジア国駐笥）特命全権大使今村 朗(ジョ

セルビア国駐笥を命ずる

(4月25日付発令予定）



歴略

いま むら あきら

今村 朗

昭和35年4月6日生

東京大学教養学部教養学科卒業（昭和59年3月）

昭和58年外務公務員採用上級試験

東京都

露語

氏 名

生年月日

学 歴

採用試験

出身地

研修語学

外務省入省

在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官

在アメリカ合衆国日本国大使館参事官

欧州局ロシア課企画官

兼欧州局ロシア課（ロ茸ア支援室長）
欧州局中・東欧課長

大臣官房在外公館課長

在ロシア日本国大使館参事官

在ロシア日本国大使館公使

在英国日本国大使館公使

兼在ロンドン日本国総領事館総領事（～23．

在オーストラリア日本国大使館公使

在ユジノサハリンスク日本国総領事館総領事

会計検査院事務官事務総長官房審議官(事務ホ

外務事務官大臣官房

在カナダ日本国大使館公使

大臣官房

特命全権大使ジョージア国駐笥

事務総長官房審議官(事務総
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